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は。国がやっぱりそうなったから、建設省と農

林水産省で、一緒の最終処理場は使わせないと

か、何とかつまらなかったわけですよ。でも、

これもお互いにそういうことはやっぱり一緒に

使ってもいいと、余裕があればということにな

ってきたし、省庁の壁もやっぱりこの間少しず

つ変わってきたと思います。そういった流れの

中で、建設課に１本になったわけでありまして。 

  言ってみれば大枠はやっぱり公共下水道です

から、これは今のこの審議の条例とか何とかで

言えば、審議の事項ではないとすれば、例えば

そういう審議会の協議会でその議論をしていた

だいて、それを参考にして、やっぱりこの我々

も議会の皆さんと相談していくというふうにし

なければいかんのかなというふうに思います。 

  やっぱり改革はどんどん進んでいくわけです

ね。実質よくなるのですよ、これは。それは農

業集落排水よりは特環の方がよくなるし、特環

よりもまあ市町村設置型の方がやっぱりだんだ

んみんな負担が少なくなるというのがあれです

が、一時的にでも新しいものが、市民に負担が

なるということであれば、今までの負担にやっ

ぱり置くとか、そこがやっぱり最低の線にする

とか、その部分はやっぱり議会の皆さんの同意

を得られれば、市としてもやっぱり補助をして

いくとかというようなことは考えていかなくて

はいけない事項だと。特に新しい事業について

は、そこが一つポイントだと思いますので、ご

指摘のとおり考えていきたいと思います。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 では、以上で終わらさ

せていただきますが、今言われましたように、

建設課全部抱えて大変だと思います。前のこと

まで質問するとわからないということになって

しまうんですけれども。 

  同時にやっぱり市民の理解を得るには、水を

やっぱりきれいにしていくというところが、な

かなかこのまだ理解いただけない部分があるん

です。そこのところで、ぜひこの推進事業をま

さに推進していくような、それぞれの関係所管

もあると思いますから、ご努力をお願いいたし

まして質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

○大沼 久委員長 次に、順位３番、議席番号１

番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 よろしくお願いいたしま

す。それでは、通告しております２点について、

質問していきますので、ご答弁の方お願いした

いと存じます。 

  まず、最初に、まちづくりの拠点として、旧

郡役所の活用ということにいきたいと思います。

最初に、なぜこの質問をするかと言いますと、

市長が民間でできることは民間でということを、

あらゆる場でこうおっしゃっております。私も

いろんな会合、例えば郡役所で行われているよ

うなイベント、会合、いろんな会議等で市長が

出席なさるとそういう話もします。 

  そこで、１回聞いたときには、郡役所も民間

でできるんではないかというようなこともちら

っと市長の言葉から出てきたということで、そ

れを聞いているこの関係者が、本当なのかと、

その方向は本当なのか、それとも、いや、そう

すべきではないと、あくまでもこれは文化財な

んだという認識の方と、それぞれいらっしゃい

まして、どうもこの市民同士がこう気まずい雰

囲気にこうなっているんではないかなと感じた

ところです。ですから、この市の方針、市長の

考えというものをきちっと聞いて、その市民同

士が気まずくて、話題にも出せないというよう

なそんな状況ではいけないと思いますので、こ

こで市長の考えを聞きたいと思ったところです。 

  最初に、市長よりも教育長から聞いた方がよ

ろしいんでしょうか。単に文化施設としての存

在ではもったいないと、私は思っております。

明治11年建設で、現存する郡役所の中では全国

で２番目に古いというのはご存じのとおりかと
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思います。５月11日には完成報告会ということ

で、翌日の山新に大きく取り上げていただきま

して、非常にこうリニューアルオープンという

こと、華々しくオープンしたわけですけれども。 

  次の月、６月７日の朝日新聞では、きつい記

事が出されました。ちょっと読んでみますが、

作品を展示するパネルや会議用の机、いすがそ

ろわない上、必要な職員数を確保できず、原則

として夜間の利用もできないことがわかった。

管理する長井市に予算がないことが原因で、せ

っかく約2,000万かけた改修工事をしながら、

利用者には不便な状況が続きそうだというよう

な「明治の洋館、予算に泣く」というような記

事を出されてしまいまして、非常に冷たいもん

だなと思いますけれども。一部当たっていると

思います。備品もないし、利用するにはちょっ

と使いづらい、イベントするたんびにいろんな

ものを運んで、トラックで運んでは出し入れし

て、非常にこう利用は今のところはしづらいと

ころです。 

  ただ、この記事、夜間の利用ができないとい

うふうになっていますけれども、それは事実と

違うと、例えば第九の練習のときですとか、ゴ

スペルの練習、またはアートセッションという

ようなイベントがありましたけれども、夜間の

利用は十分できるわけで、努力はしているかと

思いますが、今後どのような方向でいくのか、

わかりませんが、まず教育長の考えとして、市

長は民間でできるものは民間でということで、

旧郡役所も頭に置いているかと私は認識してお

りますけれども、教育長の考えをまずお聞きし

たいと思います。 

○大沼 久委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 教育委員会としての考え方に

ついてお答えをしたいと思います。我妻委員ご

指摘のとおり、単に文化財としての建物とか、

民俗資料館としての建物でなくて、設置条例に

もありますように、魅力ある活力に満ちた地域

づくりの拠点としての活用も考えるべきだとい

うふうな考え方に至っています。 

  11月29日の定例教育委員会でも旧郡役所の運

営について話し合いをしたところですが、さっ

きもありましたように、利用時間の延長とか、

文化の発信基地としての活用とか、まちづくり

の発信の場、展示会場としての場として市民の

発想で積極的に活用していく必要があるという

ふうな意見が多く出されています。あわせて、

少年議会の折りにも、駅前周辺に高校生とか若

い人のコミュニティの場が欲しいというような

要望がありましたが、その要望にも答える活用

なども考えていく必要があるんではないかなと

いうふうに思っています。 

  ただ、あくまでも、これもさっき指摘があり

ましたけれども、全国で２番目に古い郡役所と

いう由緒ある建物ですので、文化財としての価

値が損なわれないような管理も必要でしょうし、

積極的な活用とのバランスとかまたは私物化さ

れないような配慮とか管理運営に気をつけてい

く必要があるんではないかなというふうに考え

ているところです。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 １番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 ありがとうございます。

天童にも郡役所があります。旧東村山郡役所と

いうものがありまして、そこが今博物館になっ

ているかと思っています。入館料何百円といた

だいて、主に観光客でしょうけれども、対象に

博物館的な存在になっておりますが、そこの館

長がこう申されていたということを聞きました。

観光客はどんどん毎年減っていると、一時はあ

ふれるばかりの観光客が、今はもう半分以下だ

と。 

  だけれども、予算、市の予算は１千数百万だ

ったか使っているんだと。しかも、近所の人か

な、市民が利用しないと、非常にさみしいとい

う館長の話でしたと聞いています。ぜひ長井の
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郡役所はそのような道をたどらないでほしいと

いうようなことを言われてきたということです

ので、私もぜひそんなことだけには、なってほ

しくないなと市民に愛される場所であってほし

いとこう願うところです。 

  また、平弘造県議も事あるたびにおっしゃっ

ております。県の予算をつけたのは、歴史的建

造物活用支援事業ということで、あくまでもそ

れを活用するんだと、まちづくりや市民活動に

どう生かしていくのかと、活かしていってほし

いというような思いを込めて、県の予算をつけ

たのだというようなことを、この間のＮＰＯの

横の連絡会、ネットワークですね、ＮＰＯネッ

トワークの設立のときも、平県議いらっしゃっ

て、そのようなことをおっしゃっておりました。 

  ここで、市長にそれではお伺いしますが、市

長のその考え方とあと今まちづくりに対して、

若い方々中心に、また若くなくとも市民が非常

に盛り上がっている活動がたくさんあるかと思

いますけれども、それをこう後押しする意味で

も、この施設を市長はどのようにお感じになっ

ているか、お聞きします。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 私は、我妻委員のこの基本的な

視点に大賛成であります。単なる歴史的建造物

を保存する、あるいは博物館のようなものにす

るというようなものではだめだと思います。こ

れは、私はやっぱり市民の皆さんのいろんな創

画展でも使えるとか、生け花展も使えると、あ

るいは第九合唱にも使ったと、夜間でも、土曜

日、祭日、日曜日でもそういうふうに使えるよ

うな場所にしたいと、そういうものにしたいと。

そして、なおかつＮＰＯのまちづくりセンター

の皆さんなんかが、やっぱりこの事務局なりを

担っていただいて、運営等についても、これか

らみずからがやっぱり創意工夫をできるような

ものにしてもらいたいと、つくづく思います。 

  この間の10月17日のあれも、私もお祭りを見

せてもらってすごいなと思ったのは、まず近代

建築写真展なんていうのがあって、全国のあり

ましたね。それから長井市にも随分あるもんだ

ということをつくづく思いましたよ。これはも

う何でも丸大扇屋だけじゃないんですね。長井

はやっぱりその当時、その当時、その時代、時

代のやっぱりお金持ちが多かったというか、や

っぱりいいものが建っているんですよ。全国に

誇り得るものがある。そういう写真展をやった

りですね。それから工科短期大学校がこの学校

祭をあそこに移してくれたんですよね。だから、

ほとんど全員の人が出てきて、このフリーマー

ケットをしたり、それから模擬市をしたり、学

生の皆さんがほとんど全員いらっしゃるんです

よ。自分たちのつくったもので、子供たちの遊

び、遊具にしたり、これはすごいものだなとい

うふうに思いました。 

  また、結婚式をしていただいて、そしてこの

人力車でずっとこうあれを回していただいたん

ですよね。これまたやっぱりあれで結婚式をし

たいという人が、私は二、三組出てくるのでは

ないかなと、ほかの結婚式場困るかなんて思っ

てしまうのですが、やっぱりそういうこのああ

いうアイデアは我々の年代ではちょっと無理、

行政でもちょっと無理かもしれませんね。やっ

ぱり若い皆さんのこのアイデアですよ。 

  それからともしびの回廊、何だろうと思った

ら白い幕を後ろからこう照らして、横丁を何と

いうんですか、秋の幻想的な風景で、恋人同士

が愛を語るようなそういうこうムードをつくっ

たりですね、私はやっぱり大したものだと思う

んです。そういう皆さんにつくってもらえるよ

うにしたいと。 

  そこで、私は教育委員会の教育長にも申し上

げているんですが、いきなり全部管理運営とい

うわけにはなかなかいかないと。今の指定管理

者制度の問題もあります。今やっぱり財団法人

文教の杜に委託をしておりますが、しかし、公
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的なものでするなんていうのは、これはやっぱ

り一番だめなところですね。人件費だけでまい

っちゃう。そうすると、業務を委託すると、こ

れは共同調理場もそうであります。 

  それから、これからの民間の委託の場合に、

私は図書館なんかもそうだと思うんですが、業

務を委託していくと。そこを予算をちゃんとあ

る程度つけて、やっぱりただでやってくれとか、

ボランティアでやってくれというわけにはいき

ませんから、年間やっぱりしっかりした予算を

つけて、しっかりできないかもしれません。ま

ず当初予算をつけて、そしてやっぱりＮＰＯま

ちづくりセンターの皆さんに年間のある程度業

務を分担していただくと。他の団体だってある

わけでしょう。創画会もあるし、ほかの手もあ

るわけですが、そういう皆さんも一緒にであり

ますが。 

  運営方針はやっぱりこの指定管理者制度を検

討しながら、運営方針を決めなくてはいけない

と思いますが、やっぱりああいうこのお祭りと

か、イベントとか、そういうものはまちづくり

センターの皆さんに委託をして、そして、創意

工夫を生かしていただいて、そして、おもしろ

い、楽しいまちをつくるというようにできない

かというのが私の本音であります。 

  そういったことは、教育長にも申し上げてお

りまして、教育長もなるべく教育委員会の意見

を聞いてみるということになっておりますから、

まあ損をしないように、そういった意味では、

私も余り介入というふうにとられては困ります

ので、ご意見は申し上げていきたいというふう

に思います。 

○大沼 久委員長 １番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 ありがとうございます。

ということは、教育委員会で決めるということ

になるんでしょうか。例えば、文教の杜ながい

に委託運営を頼んでいるわけですね。旧郡役所

だけ別にということには多分ならないと思いま

すので、それをどういうことでしょう、又貸し

するみたいなイメージなんでしょうか。可能性

とあるとすれば、それをするかしないかという

のは、教育委員会の方針で決めるということで

しょうか、市長。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは、今財団法人に文教の杜

に委託をお願いしました。したがって、この文

教の杜なり、今指定管理者制度でこのシルバー

とか、いろいろなところを検討しておりますが、

そこがある程度やっぱり文教の杜さんだという

ことになれば、長沼孝三さんとそれから丸大扇

屋と一緒にやっぱりこれは委託をしていくとい

うことになると思います。ただし、その新たな

業務のあれはＮＰＯさんに委託できるというこ

とになるんじゃないんでしょうか。中身のあれ

はですね。そういったところを検討しながら、

教育委員会で最終的にやっぱり結論を出してい

ただくということになろうかと思います。 

○大沼 久委員長 １番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 ということは、あくまで

も管理ではなくて、業務なり事業なり個別のも

のでそういう方向は考えているんだと。細かい

ことを決定するのは、教育委員会で決定をする

ようになるということだと思います。指定管理

者制度の話出ましたけれども、これは18年度に

出てくる問題かと思いますが、例えば、１施設

１事業所というんですかね。１施設１団体とい

うことになると思うんですが、そこにはこう何

というか、そういうことは外れてこないのかと、

その不都合が生じないのかと、ちょっと心配だ

ったんですが。 

  例えば文教の杜ながいに委託しますよと、１

施設１団体ですかね。その中で、またさらにこ

う何というか、下請けに出すというかというこ

とには当たらないのか。その指定管理者制度の

詳しいことは私存じ上げませんので、その点何

か不都合が生じてこないか、ちょっと心配です
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が、市長、おわかりになりますか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 それをこれから17年度しっかり

と議論をして、そして18年度に向けて、18年度

からスタートできれば一番いいわけですが、私

の今の感覚では文教の杜というのは、丸大扇屋

だけではなくて、それからあれもそうですね。

長沼孝三先生の美術館。それから歴史資料館も

この三つもやっておられるし、今はことしから

は旧郡役所もやっていただいているわけですか

ら、そこはしっかりしたところであれば、そう

いう一つに限定するということではないのでは

ないかというふうに思います。 

  逆に、この指定管理者ですから、一つの施設

だけに指定管理者をつくることもこれはまず可

能性はあるわけですが、それがいいかどうかに

ついては、また例えば文化会館にしろ図書館に

しろ、そういうことに一つの指定管理者にする

のがいいかどうかという議論もあるわけです。

やっぱりそういったところを総合的に見ながら

やっていけばいいと思いますが、私が申し上げ

ているのは、この旧郡役所については、やっぱ

りこの事業とか、業務とか、そういうところに

ついてやっぱりＮＰＯさんに委託していった方

が、これはやっぱり法律上も可能なのではない

かと。 

  それから最終的なやっぱり維持修理とか、予

算をどうするかというのは、これはやっぱりし

っかりした指定管理者なり行政が責任を負って

いった方がいいのではないかと。そこを分けた

方が共同調理場でも進んだわけですから、実質

は。それはやっぱりそういうふうな知恵を出し

ていけば具体的な改革として進んでいくのでは

ないかと。しかもまちづくりによくなるのでは

ないかというふうに思っております。 

○大沼 久委員長 １番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 非常にいい答弁をいただ

きましたんで、これ以上は進める必要はないの

かなと思いますが、最後にちょっと一つだけ。

今周辺整備のワークショップ事業というのが、

半ばまで来ているんでしょうか。大分近所の

方々や関係者がいろんな知恵を出し合いながら

頑張っていらっしゃるところですけれども、そ

ことのかかわり方というんでしょうか、今後ど

うなっていくのかと。建物と周辺、別々に考え

てはやっぱりいいものができないと思いますの

で、それをどうやって統括していくのか、ちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは県もですが、1,050万い

ただきました。こちらも1,000万ですよね。

2,000万でやりましたが、まだまだ足りないと

ころはあるんですね、後ろの方は。前の方はち

ょっといいんですが、資料としてなっているよ

うなところも。この間はちょっとトイレも使え

ないもんだから、これは緊急に直させました。

今度行っていただければ使えるのは一つだけで

はなくて、ちゃんともう三つも使えるようにな

りますが。後ろの方なんかの整備はこれからや

っぱり総合支庁がある程度窓口になってくださ

ると思いますが、県からもご予算をいたただき

たいと。そして、同じぐらいは市も出さなくて

はいけないというので、その場合にどういうも

のが最小限必要なのかとかいうことは、やっぱ

り行政だけではなくて、周辺の皆さんの意見も

聞きながら、その若い人の意見も聞きながら、

あるいはこの文教の杜の理事の皆さん、評議員

の皆さんの意見も聞きながら、やっていかなけ

ればいけない。 

  ただ、予算ですから、3,000万欲しいと言っ

ても、2,000万になるかもしれないし、1,000万

になるかもしれないし、それは段階があると思

いますが、しかし、やっぱり前進はしていく話

ですから、これはやっぱり整備をするために周

辺の皆さんの意見を聞く。それから事業につい

ても、ご要望を聞くということはこれからしっ
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かりやれば矛盾などは出てこないと。むしろ豊

かにふくらんでいくというふうに思っておりま

す。 

○大沼 久委員長 １番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 ありがとうございます。

非常にこう前向きなお答えをいただきましたん

で、次の質問に移りたいと思いますが、最上川

流域観光交流事業と、私は正式名称がちょっと

定かでなかったもんですから、この名前をこう

書いていますが、これは国土交通省のモデル事

業というんでしょうか。ちょっとわかりません

が、その事業がありまして、それの推進協議会

というのが発足したんだと、そこの会長に目黒

長井市長が就任したんだということはお聞きし

ております。 

  そこで、そもそも国、国交省の考え方という

んですかね。このどういうことなのかというこ

とと、あと長井市は今それについてどういうふ

うに取り組んでいるのかということを、市長及

び建設課長の方に、細かいことは建設課長の方

に大きいことを市長の方にお伺いしたいと思い

ます。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 短く言えば、この水を中心に川

並み、街並みの魅力を再発見して、リバーツリ

ズムという地域振興をするというのが観光交流

空間推進事業だと思います。これは２年前から

フットパス事業としてモデル的にやっておった

のを、最上川の合流地点の河井から始めさせて

いただきました。そうすると、あそこはこの四、

五年前は草ぼうぼうだったんですが、地域の皆

さんも維持管理をしてくれて、草刈りもして、

あずまやを建ててくれて、それから桜をまず60

本、60戸ありますから、１戸１人植えたんです

よ。そしたら今度は孫ができた、結婚式があっ

た、何があったとちゃんと名札、プレートをか

けて、桜がどんどんふえて今３００本になった

んですね。桜の桜見もできる若い桜見が、もう

花見ができるようになりました。 

  そこにまた国土交通省の皆さんをお呼びして、

ここはやっぱり散策路をつくってほしいと。そ

れから対岸に渡れるような橋をかけてほしいと

いうことになりまして、知恵を出したら、河川

敷だとその売買にはならないんですね。それか

ら比較的壊れやすいから、固定的なものをつく

らないと基本方針は国土交通省は。でも、散策

路ならば貸してもらえればいいではないかと。

地域の皆さんが散策路の持ち主から貸してもら

えれば、買うというまではいかないけれども、

川並み変わりますからね。 

  それから川が少し増水したときに、橋を越え

ている、潜り橋になってもいいかと言うから、

それはいいと。そういうものをつくっていただ

こうということで、推進をしてきまして、これ

を本格的に今度はモデル事業ではなくて、最上

川全流域を対象とした最上川流域観光交流推進

事業というのを最初は16市町村と関係団体でや

りました。去年応募したんですが、東北の三つ

に載らなかったんですよ。これ本格的にやらな

ければやっぱりだめだと、これは。長井ではそ

ういう実績があるぞということになって、16市

町村から30市町村、最上川の流域の、それから

ＮＰＯなり、観光協会なり、商工会議所に34団

体、合計64団体ですね、11月12日だったと思い

ますが、流域の豊かな自然、魅力ある観光資源、

川にちなんでですね。そして、散歩道、歩き主

体の観光をつくろうということで、山形県で発

足をしました。発足をして、不肖私が会長にさ

せていただいたと、一生懸命やってきたからと

いうことだろうと思いますが。 

  そこで、そのあれが10月29日正式に国土交通

省の東北地方建設局から馬場局長から三つ認定

していただきました。最上川のあれと、雄物川、

それからいわき市の方であります。この三つな

んですが、いわき市は川というよりは、歌とか

何とかで万葉の歌とか、美空ひばりのみだれ髪
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だとか、いろんなところがあって、ちょっと毛

色が違っておりましたが、雄物川なんかはカヌ

ーのコースをつくって、その船着き場とあれに

地場産品を買ってもらって、安売り場みたいな

ものをつくりたいとこういう話であります。

我々は流域の散歩をしながら、カヌーもやっぱ

りやってみたいと、１人乗り、２人乗り、３人

乗りありますから、その発着場とありまして、

その管理運営なんていうのはＮＰＯの皆さんと

か、そのカヌー協会の皆さんとかにやっていた

だくと、行政が手を出すのではありませんが。 

  そして、このここから両側から見たあれがご

みの山だったとか、木が枯れていたと、これで

はだめだと、やっぱり最上川船下りなんかは、

船下りをしながら景観を非常に楽しめるわけで

す。あれのように、今桜を植えておりますから、

日本銀行なんかが言い出しっぺですね。山形新

聞さんもそうですね。桜とかつつじとかあやめ

というのは長井の資本だと、そのほかに春で言

えば、菜の花、でも商工会議所なんか菜の花畑

をつくりたいというのがあるんですよ。それか

ら東山のあたりに、やっぱりコスモスを置いた

らどうだろうと、余り荒れ地になっているよう

な、そういうのも建物を建てろと言ったら、何

億円かかりますが、花の苗で、そして花を植え

て、それ維持管理は皆さんに協力していただい

たら、何億なんていう金はすばらしい効果にな

るんじゃないかと。やっぱり最上川の一つのカ

ヌーを通しての川下りになっていくのではない

かと、そういった事業をやりたいというふうに

私は今申し上げております。カヌーの方につい

ては、なるべく考慮をするというふうに建設課

長から報告を受けていますけれどね。それもな

ってくるだろう、雄物川だけではなくて。 

  そして、できればこの長井ダムの環境整備事

業でも、やっぱりまちなかの横道の今観光ボラ

ンティアさんが回ると長井はきれいな川並みが

ありますねと、横道がありますねと、ああいう

ところにもそれをちょっと整備して、それは余

り金をかけるということではないです。コンク

リートを使うということではないですよ。あそ

この遊佐町なんかがそういうのをやっています

から、昔に戻してきれいなあれをしながら、花

を植えたり、フラワーポットを置いたりという

ような格好で、やっぱりこの美しい花のまち、

水と緑と花のまちですから。水と緑と花のまち

をまさに、さらにパワーアップしようとそうい

うのにフットパス事業を、あるいは周辺環境整

備事業を使いたいというのが、私の今の夢であ

ります。 

  そういった意味では、商工会議所の皆さんも

賛意を表してくれてという方もありますから、

民間の皆さんの力もお借りしながら、やっぱり

美しくてきれいで、楽しいまち、おいでいただ

くまち、そしてリピーターもふえるまち、フラ

ワー長井線も通ってきていただいて、泊まって

いただけるまち、そういうまちにしたい一つの

フットパスは大きなソフト、ハードと言いなが

らソフト、ソフトでありながらハードというこ

とになりますが、ハード、ソフト両面の事業と

してやってみたいというのが、これまでの経過

であります。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答え申し上げます。今た

だいま市長の方から申し上げましたんですが、

これは国土交通省の旧省名でいきますと、建設

省と運輸省が一緒になりまして、国土交通省に

なったわけですね。それを取り仕切るのが、総

合政策局というふうに、新たな局ができたわけ

ですけれども、それの事業として、正式名が観

光交流空間づくりモデル事業というふうな事業

を国土交通省で打ち出したわけでございます。 

  先ほど市長がお話しいただいたように、昨年

度は上流域で組織化をしまして申請したんです

が、残念ながら採択にならかなったと。今年度

は置賜から庄内までの全流域30市町村の山形県
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もかかわっていますが、その流域で最上川流域

観光交流推進協議会を設立しまして、10月19日

に選定を受けたところであります。市長が会長

ということもありまして、私が事務局長を仰せ

つかっております。その関係でいろいろ調整を

図っておりますが、本来であれば観光ですので、

商工観光課の分野になるかもしれませんが、支

援を受ける相手先が国土交通省ということもあ

りまして、建設課の方で仕事をしているところ

であります。 

  この事業の正式名の事業名が、最上川流域観

光交流空間づくりのモデル事業と申しまして、

ただいまその計画に基づきまして、アクション

プログラム、実施計画ですが、作成中でありま

す。目的としましては、最上川とその流域の自

然と歴史、文化等の地域資源に光を当て、リバ

ーツリズムという戦略テーマを掲げて、歩く主

体の観光の多様な連鎖空間づくりを目指すもの

でありますというのは、ちょっとわかりづらい

内容ですが、目的としてそういったことを挙げ

ています。 

  少し砕きますと、リバーツリズムというふう

な戦略でありますが、これはご存じのようにカ

ヌーやカヤックやラフティングなど、自然体験

型のレジャー、それに長井市が進めていますフ

ットパスなどの歩く主体の観光を加えて、リバ

ーリツズムというような戦略を基に、この観光

の目的を持って、その地域のハードを整備、そ

れからそれの目的に添ったソフト事業を展開す

るというような事業であります。 

  現在進めていますこの事業では、公的なハー

ド事業のほかに、ＮＰＯ等の地域団体が行うソ

フト事業など約100の事業をこの５カ年、17年

から５カ月ですから実質６年ですかねの実施計

画として策定しております。この事業をベース

に地域間交流の促進や住民参加による事業など

を推進しながら、各地域観光との連携を図り、

全国に向けて情報を発信するなどＰＲ事業を展

開することによって、大幅な観光交流人口の増

加を図っていきたいというふうに考えておりま

す。この人口、観光交流人口の増加が地域の経

済効果、そして地域の活性化に大きく結びつく

ことと期待して、事業を展開しているところで

あります。 

  全体的な概要については以上であります。 

○大沼 久委員長 １番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 ちょっとわからないのは、

こういう国の事業で平成17年から６カ年と言い

ました。５カ年、５年間ということで、そうい

う事業の前に今は計画づくりというんですか、

ビジョンづくりというんでしょうかねをやって

いるというようなことだと思いますが、これ実

際例えばそのフットパスなり、花なり、カヌー

なり、市長がこう横道散策とか、そういうよう

なことを長井市ではこういうことをやりたいん

だと言ったときに、その国から何かこうお金を

いただいて、具体的に事業に入られるというよ

うなことなんでしょうか。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは、国土交通省も最低限５

年間で10億ぐらいは出したいとこう言っており

ます。しかし、それそれだけで全部やれるとい

うんのではないですから。やっぱり市町村も応

分の負担をしながら、各市町村もカヌーと言い

ましたら、谷地高校なんかもうオリンピックに

カヌーで出たわけで、あの周辺はやっぱりカヌ

ーの本場はその長井ではないよ、おれの方だよ

と。 

  寒河江の方は今市長選挙で問題になっていま

すが、河川にすばらしいものをおつくりになる

というハード事業が出ていますね。そこの一つ

の目玉としてカヌーなんていうのも出てくるん

ですよ。ほかのところも恐らく新庄さんなりも、

酒田なりも流域市町村もいろいろと出てくるわ

けです。そういった事業を見せていただきなが

ら、やっぱりこの国土交通省の皆さんと会長で
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すから、私もその中に入って検討させていただ

いて、全部長井に持ってくるというわけにはい

かいでしょうから。 

  しかし、いいところはちょっと長井も優先し

ていただけるというようなことをしながら、こ

の長井をもっともっとやっぱり全国に発信する

ようにしたいと。やっぱりさっき言いましたよ

うに、今までやってきたまちなか散策ガイド事

業なんていうのも、これも組み入れられると思

いますね。それから水まつりなんていうのも、

これも少しバージョンアップできるのではない

かと。 

  それから、蛍の里づくり、これ小野川で成功

しましたが、ああいうふうに大規模になったら

どうなるかね。しかし、こういうのも考えられ

るのではないか。いろいろありますね。雪灯篭

づくり、いろんなアイデアが出てくるようであ

りますが、やっぱりそういったものも事業を出

し合って、５年間の中で、いろいろとこのやっ

ていこうと。最上川周辺の観光交流空間をつく

っていこうということになると思います。その

ために原資として10億円ぐらいは予定している

と、それについて、そこを今度は一つの原資と

しながら、市町村も独自のやっぱり事業をして

いきたいというふうに思っています。 

○大沼 久委員長 １番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 ５年間ではありますが、

10億という莫大なお金ということで、非常にこ

れは長井市にとってもメリットの十分にある事

業だと認識しました。なおかつ、会長に目黒市

長がなっているということは、これは置賜から

庄内に広域に渡るわけですけれども、市長は庄

内の方にお強いでしょうから、非常に置賜に持

ってくることも可能性があるのではないかな。

非常にこう期待をしておりますが。 

  ただ、10億というお金がこう動く、またその

ほかにも人が動く、物が動くということで、今

事務局長が建設課長が当たっていらっしゃると

いうことですが、とてもそれでは賄い切れるの

かどうかと、そこが心配の一つだと思います。

この、私もプロジェクトチームというふうに書

きましたけれども、そんな大きな事業でしたら、

今から担当課長お一人でなんていうことはとて

も無理だと思いますよ。もちろん商工観光課長

から建設課長から、あとはどういうことが考え

られるでしょうか。文化生涯学習課長もそうで

はないですか、カヌーなんかなると。どうなる

かわかりませんが、そういうプロジェクトチー

ムを早くつくらないと、その国が10億用意して

いるよと言っているのに、それについていけな

いようでは、何にもならないと思いますので、

その方針をお聞かせ願いたいです。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 おっしゃるとおりですので、今

まで、そのやっぱり商工観光課長なり、その所

管とはいつも検討してきたんです。でも、正式

に採択もなった。会長も引き受けた。事務局機

能も整備しなくてはいけないとなれば、庁内の

連絡会議ではちょっと難しいかろうと、それは

やっぱり全部の課長そろえるかどうかは別です

よ。やっぱりそれは担当で補佐より主査の方が

いいという場合がありますら、私はやっぱりプ

ロジェクトチームを早急に立ち上げたいと。そ

して、ご指摘のように10億という金は大きくあ

れはさっきの話ですが、建物なんか建てたら10

億なんてパアーになるんですよ。ところが、花

をやっぱり花づくりに使っていこうなんて言っ

たら、それは相当市民の皆さんの協力も得られ

ますし、20億、30億の事業になっていくし、や

っぱり相当のことができるのではないかと、私

はちょっとこれは夢を持っておりますから、全

部長井市が使えるわけではありませんよ。その

うちの何割かでありますが、やっぱりそういっ

た意味で、最上川の流域の観光が一層推進して

くるという意味で、頑張ってみたい仕事だなと

思っています。 



 

―１８８― 

＋

＋

＋

＋

○大沼 久委員長 １番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 ありがとうございます。

あともう一つ、そのプロジェクトチームと地元

の市民活動というんですかね。先ほどＮＰＯと

もかかわりを持っていくというようなことでし

たけれども、そのかかわりはもう今から計画し

ているのかどうか、建設課長、お願いします。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。当協議

会の中にはＮＰＯ等の団体で組織していますリ

バーツリズムネットワークというような組織が

ございます。それの代表と申しますか、事務局

を行っているのが長井まちづくりＮＰＯセンタ

ーでございますので、県内の連携事業も含まれ

ますが、当然地域の活性を図るべく事業につい

ても行っていただきたいというふうに思ってい

るところであります。 

  その連携事業や地域活性化にかかわるソフト

事業については、国土交通省から支援をいただ

ける予定になっておりますので、そのソフト事

業費を有効に使っていただいて、連携事業もそ

うなんですが、長井市の活性化も図るような事

業にも取り組んでいきたいというふうに考えて

います。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 具体的にはそうなんですが、や

っぱりプロジェクトチームに庁内のあれだけで

はなくて、まずＮＰＯセンターのまちづくりさ

んとか、観光協会とか、商工会議所さんとか、

そういう皆さんにも私は一緒に入ってもらって、

やっぱりアクションプログラムをこの５年間で

こういうのをやりたいと長井は。それも余り夢

を広げたらだめですから、やっぱり特色があっ

て、これとこれとこれをやりたいというような

ものをなるべく早くつくるように、そういうや

っぱりプロジェクトにしたいというふうに思っ

ています。 

○大沼 久委員長 １番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 時間早いようですけれど

も、これで終わりますけれども、最後に今観光

事業というか、観光協会が変わりつつあるよう

ですね。事務局長もおやめになったり、今改革

の時期、新しく生まれ変わる時期だと思います。

その流れでは非常にこの事業もいいタイミング

できたなと思っておりますので、ぜひご尽力を

いただきたいと思います。 

  これで、終わります。ありがとうございまし

た。 

○大沼 久委員長 次に順位４番、議席番号17番、

蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 私が通告しているのは、

２点だけでありますけれども、今回議会の日程

がちょうど厚生常任委員会があった日が、予算

委員会の通告の締め切りとこういう日程なので、

厚生常任委員会において、はなぞの保育園の民

間移管などについて、議論する前日にこの通告

書をつくっているもんですから、やや４番目な

んかは、こう移管問題全般について、こういう

ふうにわからないようなこう通告になったわけ

なんですが、常任委員会でかなり詳しくお聞き

しておりますので、今回一般質問やその常任委

員会でもこう一部詰め切れなかった部分がお聞

きできない部分がありました。そこの部分だけ

をお聞かせを願いたいなというふうに思います。 

  最初にですが、一般質問の中で、市長の方か

ら保育園関係の委託は随時やっていくというよ

うなお答えでありました。中間報告では確かに

こう随時やっていくような順序が書いてあるん

ですが、順番は別にして、一番最後の方に書い

てあります平成45年度西根児童センターで、こ

れ全部委託しようという中間報告の検討結果な

んですね。いわゆる随時委託していくというの

は、こういう中身でお答えなさったのでしょう

か。ここが一般質問で一点聞けなかった部分で

あります。 


